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１．標準仕様書（本編）への反映について

○ 障害者福祉システム全般に係る事項について、以下のとおり標準仕様書（本編）へ反映している。
具体的な対応内容は「別途添付_標準仕様書【第1.1版】案」を参照ください。

1.1版案への反映要素 対応 本編該当箇所

全国照会の意
見、検討・課
題一覧の残課
題の対応

システムの操作権限に関す
る要件

追加
第３章 機能・帳票要件
１．機能・帳票要件
（９）操作権限管理について
（10）アクセスログ管理について
（11）一括処理時の自動化について

ログ（宛名・税・操作等）に関
する要件

追加

標準準拠システムへの切り
替え時の留意点

追加
第５章 非機能要件
（１）標準準拠システムへの切替時の留意点について
（２）その他の留意点について

その他の本編見直し事項 変更
第３章 機能・帳票要件
２．帳票詳細要件

デジタル庁が
求める事項の
対応

実装必須の表現の見直し 変更
第１章 本仕様書について
４．本仕様書の内容
（２）標準準拠の基準、（３）想定する利用方法 図1-4

帳票レイアウトの変更不可 変更

第１章 本仕様書について
３．対象 （３）対象項目 表1-1
第３章 機能・帳票要件
２．帳票詳細要件

エラー・アラートの対応 追加/変更
第３章 機能・帳票要件
１．機能・帳票要件
（７）エラー・アラート（チェック条件）の考え方について

帳票への金額標記も一意に
定めるべき

変更
第３章 機能・帳票要件
２．帳票詳細要件 表3-8
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２．標準仕様書（業務フロー ～ 帳票レイアウト）への反映について

○ 障害者福祉共通、手帳関連、手当関連、障害福祉サービス関連、自立支援医療関連について、以下の
とおり標準仕様書（別紙１～別紙４）へ反映している。
具体的な対応内容は「別途添付_標準仕様書【第1.1版】案（別紙１～別紙４）」を参照ください。

1.1版案への反映要素
別紙１

業務フロー

別紙２
機能・帳票要件

別紙３
帳票詳細
要件

別紙４
帳票レイ
アウト共通 各事業

全国照会の
意見、検
討・課題一
覧の残課題
の対応

機能・管理項目の追加変更 － ○ ○ － －

出力帳票の追加 － ○ ○ － －

連携機能の追加 － ○ ○ － －

その他の機能・帳票要件見直し事項 － ○ ○ － －

その他の帳票詳細要件、帳票レイアウ
ト見直し事項

－ － － ○ ○

デジタル庁
が求める事
項の対応

帳票要件の標準として定める事項
(諸元表、帳票ID) ※

－ － － ○ ○

帳票レイアウト変更は不可の対策 ※ － － － ○ ○

マイナポータルぴったりサービスとの
連携

○ ○ － － －

エラー・アラートの対応 － ○ ○ － －

※ 帳票レイアウト変更等については、次頁以降で説明する。

［凡例］○：反映あり、－：反映なし
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３．帳票レイアウト変更等の概要について（1/2）

○ 帳票について、デジタル庁が求める事項「帳票レイアウト変更不可」「帳票要件の標準として定める
事項(諸元表、帳票ID)」への対応として、事務局にて対応案を整理した。

標準範囲 出力するシステム・方法 具体的対応 補足説明

範囲内 標準準拠システムで印刷
カスタマイズ・帳票レイアウ
ト変更不可

帳票レイアウトに定められた帳票、
かつ標準準拠システムから出力

範囲外
標準準拠システム
外で印刷

外部委託印刷、Excel・
WordやEUC外付けツー
ル（※1）等から印刷

標準準拠システムから出
力したファイルを利用
（CSVファイル等）

・帳票レイアウトに定められた帳票
であっても、標準準拠システム外で
出力は可能
・帳票レイアウトに定められていな
い帳票や実装不可の帳票も、標準
準拠システム外で出力は可能

EUC外付けツール（※1）
やACCESS等から印刷

標準準拠システムのデー
タベースを外部から直接参
照

（※1）標準仕様書に記載しているEUC機能ではなく、ベンダが個別提供（有償/無償）している汎用的に帳票を出力できる機能を有するツール。

上記を踏まえた考え方

①
一括・大量出力に適する帳票は、外部委託やその他の方法（標準準拠システム外で出力すること）により、独自に
定めたレイアウトを利用することが可能である。

②
単体出力帳票であっても、EUC外付けツールやExcel・Word、その他の方法（標準準拠システム外で出力すること）
により、独自に定めたレイアウトを利用することが可能である。

③
一方で、窓口対応等により随時の出力が必要である、標準準拠システム外からの出力は手間と時間がかかり過ぎる
等の理由により、標準準拠システムからの出力で対応したいため、帳票レイアウト変更を対応できるようにしてほ
しい。

③の考え方を実現する方法として、帳票レイアウト変更不可への対応案を取りまとめた。
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３．帳票レイアウト変更等の概要について（2/2）

○ 帳票レイアウトを変更したい要素別に対応案を整理した。

No 変更したい要素 内容説明 対応案

1
お知らせ文等の固定文
言の変更

文言の量や印字場所
が自治体で異なる

固定文言をマスタ管理し、システムから印字する。文言マスタからの印字
箇所は、帳票詳細要件で定め、帳票レイアウト上も分かるように表記する。
※教示文は、全体を文言マスタから印字する仕様に変更する。

2
提出物や提出期限等の
枠内固定文言の変更

通知書の枠内にある
文言も修正

3 教示文の変更 教示文全体の修正

4
備考欄・予備欄への印
字

対象者や自治体によ
り印字内容が異なる

固定文言対応として、No.1と同様に対応する。
合わせて、対象者によって異なる印字対応として、印字したい管理項目、
印字有無、前付加文言、後付加文言をパラメタで設定（複数項目設定可）
できるようにし、これらを帳票詳細要件で定める。

5 独自項目の印字
対象者や自治体によ
り異なる

印字項目、印字有無、前付加文言、後付加文言はパラメタ設定（複数項目
設定可）できるように対応する。印字場所は、備考欄や予備欄、余白スペ
ースとし、これらを帳票詳細要件で定め、帳票レイアウト上も分かるように
表記する。

6
印字項目の実装オプシ
ョン項目の対応

未利用項目の場合は
レイアウトから不要と
なる

帳票や項目によっては、実装オプションから実装必須への変更を検討する。
ただし、自治体によってはどうしても不要となる実装オプション項目につい
ては、備考欄や余白スペースを確保した上で、ここに実装オプション項目
を印字することとし、印字したい管理項目、印字有無、前付加文言、後付
加文言をパラメタで設定（複数項目設定可）できるようにし、これらを帳票
詳細要件で定める。
なお、備考欄や余白スペースへの印字ではなく、取り消し線・アスタリスク
による対応案も用意しているため、どちらがよいか検討する。

7
ページ数の相違等レイ
アウトの大幅変更

自治体により手帳や
受給者証はページ数
が異なる

現状の標準仕様とは別に、あらかじめ印刷した紙（プレプリント用紙）の利
用も選択できるように加える。



5

４．帳票レイアウト変更の対応例について（1/7）

○ 対応例（No1,2）

No1 お知らせ文等の固定文言の変更（文言マスタからの印字）

No2 提出物や提出期限等の枠内固定文言の変更（文言マスタからの印字）

【1.0版】 【1.1版案】

No.2

No.1

No.2

No.4
No.4

No.1
冒頭のお知らせ文は
文言マスタにて設定

No.2
「お持ちいただくもの」の文言自体も
文言マスタにて設定

No.2
「お持ちいただくもの」は
文言マスタにて設定

No.1
注意事項等を印字したい場合は
文言マスタにて設定

No.1
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４．帳票レイアウト変更の対応例について（2/7）

○ 対応例（No1,2の続き）

【1.1版案】

No.1
冒頭の通知文は
文言マスタにて設定

No.4

No.1
注意事項等を印字したい場合は
文言マスタにて設定

No.2
「お持ちいただくもの」は
文言マスタにて設定
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４．帳票レイアウト変更の対応例について（3/7）

○ 対応例（No3）

No3 教示文の変更（文言マスタからの印字）

【1.0版】 【1.1版案】

No.3

教示文

【1.1版案】

No.3
教示文は
文言マスタにて設定

No.3
文言マスタにて設定された文言を印字する仕様となる。（都道府県名等も含めた全文、かつ段落やインデントを意識した状態で文言を設定し、印字する。）
※1.0版では、パラメタ等で設定された都道府県名、市町村名、市町村長を印字する仕様であったが、当仕様は削除した。



予備欄２
予備欄３
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４．帳票レイアウト変更の対応例について（4/7）

○ 対応例（No4）

No1 備考欄・予備欄への印字（文言マスタからの印字＋印字項目設定マスタからの印字）

【1.0版】 【1.1版案】

予備欄１

No.4

【1.1版案】

No.4 No.4

No.４
「予備欄」は、文言マスタ、
印字項目設定マスタにて設定
※予備欄１～３

No.４
「予備欄」は、文言マスタ、
印字項目設定マスタにて設定
※予備欄２、３も同様
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４．帳票レイアウト変更の対応例について（5/7）

○ 対応例（No5）

No5 独自項目の印字（印字項目設定マスタからの印字）

【1.0版】

【1.1版案】

No.5

No.5

No.４
「備考」は、文言マスタ、
印字項目設定マスタにて設定

No.5
「余白」は、印字項目設定マスタにて設定
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４．帳票レイアウト変更の対応例について（6/7）

○ 対応例（No6）

No6 印字項目の実装オプション項目の対応（印字項目設定マスタからの印字、または取り消し線）

【1.0版】 【1.1版案】

No.6

No.6

１．実装オプション項目の枠を削除し、備考欄又は余白を追加し、印字させる方式

No.6
認定番号は印字せず、有期認定有無・有期認定年月
を印字する設定にした場合の印字例

２．実装オプション項目の枠を削除し、備考欄又は余白を追加し、印字させる方式

印字しない場合は、項目名は取消線、出力箇所は＊

印字する場合は、印字する

【1.1版案】

No.6
印字項目設定マスタにて設定された
条件に従い印字する仕様となる

１．実装オプション項目の枠を削除する方式
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４．帳票レイアウト変更の対応例について（7/7）

【1.0版】 【1.1版案】

○ 対応例（No7）

No7 ページ数の相違等レイアウトの大幅変更の対応（プレプリント用紙の選択を可能）

No.7
・（一）面～（六）面は、1.0版の帳票レイアウトと同様。
従って、帳票詳細要件も同様。
・（七）面以降は定めない。（ （七）面以降は自由とする。）

1.0版の帳票レイアウトに、以下の帳票レイアウトを
実装オプションで追加する。



12

５．帳票の諸元対応について（1/2）

○ 帳票要件の標準として定める事項(諸元表、帳票ID)への対応

①項目の内容を「内容／印字編集条件など」に追記。

②システム印字項目の「型」「桁数／行」の欄を追加。

③項目名は「システム印字項目」として定義済。

④帳票IDは、業務及び帳票名称の項番で設定済。

【1.0版】

【1.1版案】

④業務及び帳票名称の項番
にて帳票IDを付番済

②「型」、「桁数／行」
を追加

①項目の内容を追記
③システム印字項目として
項目名を設定済
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５．帳票の諸元対応について（2/2）

○ 住民記録システム標準仕様書【第2.0版】286ページに以下の記載があるが、障害者福祉システムでの扱い
について確認したい。

1「氏名」は、日本人・外国人問わず、氏名の
み印字する

5「宛名氏名」は、「氏名＋全角スペース＋”
様” 」で印字する（住記の仕様と同じ）

4「日付」は、数値部分は半角で印字する

3「住所」は、「住所＋全角スペース＋方書」
を印字する

6「宛名住所」は、「住所」の下に「方書」を
印字する

7「自治体名」は、問合せ先等のパラメタ設定
された内容を印字する
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６．都道府県への進達・判定依頼帳票の対応（1/3）

【1.1版案】

○ 「身体障害者手帳交付申請者一覧（進達）」について、都道府県意見も踏まえて様式を見直している。

【1.0版】

都道府県意見及び全国照会の市区町村意見を踏まえ、次のとおり変更。

【変更内容】
① 「受付番号」「保護者氏名」追加
②希望手帳様式は削除し、備考欄へ印字
③ 「申請・届出の種類」は、「申請事由」に変更

【補足事項】
① 「本人氏名」は、「申請者氏名」を「対象者氏名」に名称を変更
② 「フリガナ」、「手帳番号」、「写真有無」、「障害区分」は、備考欄へ印字
③ 住所の表記はそのままとしている

左記の帳票レイアウトに対する、
都道府県からの意見
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【1.0版】

【1.1版案】

６．都道府県への進達・判定依頼帳票の対応（2/3）

○ 自立支援医療（更生医療）「判定依頼書」について、都道府県意見も踏まえて様式を見直している。

左記の帳票レイアウトに対する、
都道府県からの意見
※印字項目の追加意見が多い。

都道府県意見及び全国照会の市区町村意見を踏まえ、次のとおり変更。

【変更内容】
① 「身体障害者」は「申請者」に変更
② 「手帳番号」は「番号」に変更
③ 印字項目の追加意見については必要な項目を管理項目（実装
オプション）へ追加し、判定依頼事項、備考に「文言マスタからの
印字」＋「印字項目設定マスタからの印字」ができるように対応

【補足事項】
管理項目へ追加した項目は以下の通り
原傷病名、障害の状況、治療の形態、更生医療予定期間、
直近５年間の更生医療給付状況
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【1.0版】

【1.1版案】

６．都道府県への進達・判定依頼帳票の対応（3/3）

○ 補装具「判定依頼書」について、都道府県意見も踏まえて様式を見直している。

左記の帳票レイアウトに対する、
都道府県からの意見
※印字項目の追加意見が多い。

都道府県意見及び全国照会の市区町村意見を踏まえ、次のとおり変更。

【変更内容】
① 「身体障害者」は「申請者」に変更
② 「最近６年間の補装具購入・借受け・修理状況」の印字を追加
③ ②以外の印字項目への追加意見については、必要な項目を管理項目
（実装オプション）へ追加し、判定依頼事項、備考に「文言マスタからの
印字」＋「印字項目設定マスタからの印字」ができるように対応

【補足事項】
管理項目へ追加した項目は以下の通り
障害・疾患等に関する既往歴、現在受療中の医療機関、
原傷病名、判定方法


